
流山市児童発達支援センターでの障害児相談支援システムの導入

１．目的
①流山市児童発達支援センターで管理している利用者情報を、外部から遮断・独立したシステムにて管
理することで、利用者情報の保護及びセキュリティ対策を図る。
②利用者情報をシステムにて一元管理することで、各事業間での情報共有・連携を図り、利用者に
対して、迅速かつ質の高いサービス提供を行う。

◆基本相談の流れ

①相談受付
↓

②面接（保護者から聞取り）
↓

③診察・各種検査
↓

④支援内容（※）の決定
↓
Ａ：児童発達支援利用
の場合…★計画相談へ
↓

⑤サービス内容の記録・確認
必要に応じて面接等の実施

★計画相談の流れ

①契約
↓

②保護者から聞取り
↓

③サービス利用計画書作成
↓

④受給者証発行
（障害者支援課）
↓
Ｂ：当センターの児童発達支援
サービス利用の場合
↓

⑤モニタリング

●国保連合会への請求

○児童発達支援サービス実績
→障害児通所給付費
の請求

○計画相談実績
→障害児相談支援給付費
の請求

２．当センターでの主要事業
○基本相談事業
○計画相談事業
○児童発達支援事業
（つばさ学園/児童デイつばさ/保育所等訪問支援/居宅訪問型児童発達支援）
○千葉県障害児等療育支援事業

■児童発達支援の流れ

①契約
↓

②保護者から聞取り
↓

③個別支援計画の作成
↓

④サービス提供

３．主な業務の流れ

※主な支援内容

○外来療育（県委託事業）
○巡回相談（県委託事業）
○児童発達支援通所施設
○保育所等訪問支援
○居宅訪問型児童発達支援
○幼児ことばの相談室

等

別表１


